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ャ
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ク
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ね
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ま
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く
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早分かり！あなたの種別はこれ！
～国民年金には被保険者種別があります～
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２０
歳
に
な
る
と
…

国
民
年
金
（
第
１
号
被
保
険
者
）

の
加
入
手
続
き
が
始
ま
り
ま
す

加
入
手
続
き
の
流
れ
は
…

２０
歳
の
誕
生
日
の
前
月
に
な
る
と
、

社
会
保
険
事
務
所
か
ら
国
民
年
金
加

入
手
続
き
の
お
知
ら
せ
が
届
き
ま

す
。
そ
れ
に
同
封
さ
れ
て
い
る
資
格

取
得
届
に
記
入
し
、
社
会
保
険
事
務

所
に
返
送
し
ま
す
。

加
入
手
続
き
の
受
付
が
終
了
す
る
と

年
金
手
帳
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の

年
金
手
帳
に
は
「
基
礎
年
金
番
号
」

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
基
礎

年
金
番
号
は
、
こ
れ
か
ら
先
の
年
金

制
度
の
加
入
変
更
（
例
え
ば
、
学
生

↓
会
社
員
↓
自
営
）
に
常
に
と
も
な

っ
て
い
く
も
の
で
す
。
手
帳
は
大
切

に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

第
１
号
被
保
険
者
の
方
に
は
、
国
民

年
金
保
険
料
納
付
書
が
送
付
さ
れ
ま

す
。
納
付
書
は
、
各
月
分
ご
と
に
つ

づ
っ
て
あ
り
ま
す
。
ご
自
分
で
お
近

く
の
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ

ニ
で
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

納
付
を
忘
れ
な
い
た
め
に
「
自
動
口

座
振
替
」
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
ご

利
用
の
金
融
機
関
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

す
で
に
社
会
人
と

な
っ
て
、
厚
生
年

金
や
共
済
年
金
に

加
入
し
て
い
る
方

は
、
手
続
き
は
不

要
で
す
。

学
生
納
付
特
例
制
度

保
険
料
免
除
制
度

学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
（
夜
間
・
定
時
制
・
通
信
過

程
・
各
種
学
校
を
含
む
。
た
だ
し
、
予

備
校
は
除
く
。
）
の
方
は
、
申
請
す
る

と
保
険
料
の
支
払
が
猶
予
さ
れ
る
制
度

で
す
。
た
だ
し
、
学
生
の
方
で
も
前
年

に
所
得
が
あ
っ
た
方
は
、
所
得
基
準
に

よ
る
制
限
が
あ
り
ま
す
。

保険年金課☎66◆1101

厚生年金や共済年金に
加入していますか？

配偶者は厚生年金や共済年金に
加入していますか？

現在、結婚していますか？

スタート
現在、お勤めをしていますか？

年間収入は１３０万円未満で
配偶者に扶養されていますか？

第３号被保険者 第２号被保険者 第１号被保険者

保
険
料
免
除
制
度

　
前
年
の
所
得
が
少
な
か
っ
た
り
、
失

業
な
ど
で
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
と
き
な
ど
に
受
け
ら
れ
る
制
度

で
す
。
免
除
に
は
、
全
額
・
半
額
免
除

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
申
請
に
は
所
得

基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

加
入
は
６０
歳
ま
で
で
す

　
２０
歳
か
ら
加
入
し
、
６０
歳
ま
で
の
４０

年
間
が
最
大
加
入
期
間
で
す
。
年
金
と

し
て
受
給
可
能
に
な
る
に
は
、
４０
年
の

う
ち
最
低
２５
年
間
以
上
で
あ
れ
ば
受
給

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
年
金
額
は
、
保

険
料
納
付
済
期
間
や
免
除
期
間
（
学
生

納
付
特
例
は
除
く
。
）
の
合
計
に
よ
り

決
ま
り
ま
す
。

年
金
に
は

３
つ
の
種
類
が
あ
り
ま
す

老
齢
基
礎
年
金

　
保
険
料
納
付
済
期
間
と
保
険
料
免
除

期
間
な
ど
を
合
わ
せ
て
２５
年
以
上
あ
る

人
が
、
６５
歳
か
ら
終
生
も
ら
え
る
年
金

で
す
。

障
害
基
礎
年
金

　
初
診
日
が
国
民
年
金
加
入
期
間
中
で

あ
る
病
気
や
ケ
ガ
が
も
と
で
、
一
定
の

障
害
が
残
っ
た
と
き
に
６５
歳
に
な
る
ま

で
も
ら
え
ま
す
。

遺
族
基
礎
年
金

　
国
民
年
金
加
入
中
に
夫
が
死
亡
し
、

夫
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
１８
歳
未
満
の
子

の
い
る
妻
が
も
ら
え
ま
す
。

　
国
民
年
金
は
、
月
々
１
万
３
千
３００
円

の
保
険
料
で
老
齢
を
む
か
え
た
と
き
の

み
だ
け
で
な
く
、
障
害
を
負
っ
た
り
、

遺
族
に
な
っ
た
と
き
に
も
、
保
障
が
つ

い
て
い
る
の
で
大
変
安
心
な
制
度
で
す
。

　
２０
歳
が
ス
タ
ー
ト
の
国
民
年
金
。
み

な
さ
ん
の
今
と
未
来
を
応
援
し
て
く

れ
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
の
国
民

年
金
担
当
ま
た
は
、
お
近
く
の
社
会
保

険
事
務
所
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

20
歳
に
な
る
と
、
い
よ
い
よ

大
人
の
仲
間
入
り
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
権
利
や
義
務
が
、
大

人
と
し
て
伴
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
の
中
の
ひ
と
つ
に
「
年
金
」

が
あ
り
ま
す
。
日
本
国
内
に
住
所

の
あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方

は
、
全
員
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
「
年
金
」
と
は
、い
わ
ば
自
分
の

老
後
の
た
め
の
積
立
預
貯
金
で
す
。

現
役
世
代
の
と
き
に
毎
月
保
険
料

を
負
担
し
、
老
後
に
終
生
「
年
金
」

と
し
て
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る

公
的
な
所
得
保
障
の
制
度
で
あ
り
、

世
代
間
で
の
扶
養
を
基
本
に
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。

歳
に
な
る
と
、
い
よ
い
よ

大
人
の
仲
間
入
り
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
権
利
や
義
務
が
、
大

人
と
し
て
伴
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
の
中
の
ひ
と
つ
に
「
年
金
」

が
あ
り
ま
す
。
日
本
国
内
に
住
所

の
あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方

は
、
全
員
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
「
年
金
」
と
は
、い
わ
ば
自
分
の

老
後
の
た
め
の
積
立
預
貯
金
で
す
。

現
役
世
代
の
と
き
に
毎
月
保
険
料

を
負
担
し
、
老
後
に
終
生
「
年
金
」

と
し
て
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る

公
的
な
所
得
保
障
の
制
度
で
あ
り
、

世
代
間
で
の
扶
養
を
基
本
に
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。

第２号被保険者に
扶養されている配偶者

★保険料は？
配偶者が加入してい
る年金制度全体から
拠出金として支払わ
れます。

厚生年金や共済年金に
加入している人
（65歳以上で老齢給付な
どの受給権者は除く）

★保険料は？
給料から厚生年金や
共済年金の保険料と
して天引きされます。

日本国内に住む、
農業、自営業、学生、
フリーターなど

★保険料は？
各自で納めます。
月額13,300円
（平成16年度）


